
令和3年 第6回 飯塚市議会定例会 議案 

議案番号 件    名 摘要 ページ 

９４ 令和3年度 飯塚市一般会計補正予算(第7号)   

９５ 令和3年度 飯塚市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)   

９６ 令和3年度 飯塚市介護保険特別会計補正予算(第1号)   

９７ 令和3年度 飯塚市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)   

９８ 令和3年度 飯塚市小型自動車競走事業特別会計補正予算(第2号)   

９９ 令和3年度 飯塚市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)   

１００ 令和3年度 飯塚市地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)   

１０１ 令和3年度 飯塚市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)   

１０２ 令和3年度 飯塚市汚水処理事業特別会計補正予算(第1号)   

１０３ 令和3年度 飯塚市学校給食事業特別会計補正予算(第2号)   

１０４ 令和3年度 飯塚市水道事業会計補正予算(第2号)   

１０５ 令和3年度 飯塚市工業用水道事業会計補正予算(第1号)   

１０６ 令和3年度 飯塚市下水道事業会計補正予算(第1号)   

１０７ 令和3年度 飯塚市立病院事業会計補正予算(第1号)   

１０８ 
飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例(事業者選 

定関係) 
 ５ 

 

 



 

議案番号 件    名 摘要 ページ 

１０９ 
飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例(文化施設

関係) 
 ９ 

１１０ 飯塚市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  １１ 

１１１ 飯塚市特別会計設置条例の一部を改正する条例  １３ 

１１２ 飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  １５ 

１１３ 飯塚市立図書館条例の一部を改正する条例  ２６ 

１１４ 飯塚市国民健康保険条例の一部を改正する条例  ３０ 

１１５ 飯塚市都市計画法に基づく開発許可の基準の緩和に関する条例  ３２ 

１１６ 契約の締結(下三緒排水ポンプ場新設(機械設備)工事)  ３４ 

１１７ 契約の締結(文化会館大規模改修工事)  ４９ 

１１８ 指定管理者の指定(飯塚市新産業創出支援センター)  ６９ 

１１９ 市道路線の認定  ７２ 

１２０ 財産の無償貸付け(ふれあい広場)  ７６ 

１２１ 副市長の選任につき議会の同意を求めること   

報告 

第21号 

専決処分の報告(交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれ

に伴う和解) 
 ７８ 

報告 

第22号 

専決処分の報告(支払督促申立てに対する異議申立て(学校給食費請

求事件)) 
 ８０ 
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報告 

第23号 

専決処分の報告(支払督促申立てに対する異議申立て(学校給食費請

求事件)) 
 ８１ 

報告 

第24号 
令和2年度児童虐待に関する状況の報告  ８２ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

. 
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議案第108号  

 

   飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例(事業者選定    

関係) 

 

飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和3年11月30日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   

 

 

提案理由 

飯塚市水道施設運転管理及び料金収納等業務委託に関して公募型プロポーザル方

式による事業者の選定について審議及び審査させるため、本案を提出するものであ

る。 

 

 

飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 

飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)の一部を次のよ

うに改正する。 

 第1条中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項」の次に「及び地方

公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条」を加える。 

 第2条中「執行機関」を「執行機関等(執行機関及び地方公営企業の管理者をいう。

以下同じ。)」に改める。 

 第3条中「執行機関の規則で定める」を「執行機関等が定める」に改める。 

 別表中「附属機関の属する執行機関」を「附属機関の属する執行機関等」に改め

る。 

別表教育委員会の部の次に次のように加える。  

企業管理者 飯塚市水道施設運転

管理及び料金収納等

業務委託事業者選定

委員会 

水道施設運転管理業務及び料金収納等

業務に関して公募型プロポーザル方式

による事業者の選定について審議及び

審査すること。 
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   附 則 

 (施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

 (飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正) 

2 飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年

飯塚市条例第39号)の一部を次のように改正する。 

 別表販路開拓支援補助金審査会委員の項の次に次のように加える。 

飯塚市水道施設運転管理及び料金収納等業務

委託事業者選定委員会委員 

日額 15,000円 
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飯塚市附属機関の設置に関する条例 資料(新旧対照表) 

新 旧 

   〇飯塚市附属機関の設置に関する条例    〇飯塚市附属機関の設置に関する条例 

(趣旨) 

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び地方公営企業法(昭

和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、本市が設置する附属機関に関して

は、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。 

(趣旨) 

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本市が

設置する附属機関に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定め

るところによる。 

(名称及び担任事務等) 

第2条 附属機関の名称、担任する事務及びその属する執行機関等(執行機関及び地

方公営企業の管理者をいう。以下同じ。)は、別表のとおりとする。 

(名称及び担任事務等) 

第2条 附属機関の名称、担任する事務及びその属する執行機関は、別表のとおり

とする。 

(委任) 

第3条 前条の附属機関の組織、所掌事務及び委員その他の構成員並びにその運営

に関し必要な事項は、附属機関の属する執行機関等が定める。 

(委任) 

第3条 前条の附属機関の組織、所掌事務及び委員その他の構成員並びにその運営

に関し必要な事項は、附属機関の属する執行機関の規則で定める。 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 

附属機関の属

する執行機関 

等 

附属機関の名称 担任する事務 

市長  (略)  (略) 

教育委員会  (略)  (略) 

企業管理者 飯塚市水道施設運転

管理及び料金収納等

業務委託事業者選定

委員会 

水道施設運転管理業務及び料金収納等業務に関

して公募型プロポーザル方式による事業者の選

定について審議及び審査すること。 

 

附属機関の属

する執行機関 

 

附属機関の名称 担任する事務 

市長  (略)  (略) 

教育委員会  (略)  

  

   〇飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例    〇飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 

区分 報酬の額 

 (略)  (略)  (略) 

販路開拓支援補助金審査会委員  (略)  (略) 

飯塚市水道施設運転管理及び料金収納等業務委

託事業者選定委員会委員 

日額 15,000円

農区長  (略)  (略) 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

区分 報酬の額 

 (略)  (略)  (略) 

販路開拓支援補助金審査会委員 

 

 

 (略)  (略) 

農区長  (略)  (略) 
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(飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正) 

2 飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18 

年飯塚市条例第39号)の一部を次のように改正する。 

(略) 
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議案第109号  

 

   飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例(文化施設関    

   係) 

 

飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和3年11月30日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   

 

 

提案理由 

 飯塚市文化施設の活用について調査審議させるため、本案を提出するものである。 

 

 

飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 

飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)の一部を次のよ

うに改正する。 

別表教育委員会の部飯塚市文化財保存活用推進委員会の項の次に次のように加え

る。 

飯塚市文化施設活用検討委員

会 

文化施設の活用に関して調査審議するこ

と。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。
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飯塚市附属機関の設置に関する条例 資料(新旧対照表) 

新 旧 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 

附属機関の属

する執行機関 

附属機関の名称 担任する事務 

教育委員会  (略)  (略) 

飯塚市文化財保存活

用推進委員会 

文化財保存活用地域計画の作成及び変更等に関

して総合的に調査審議すること。 

飯塚市文化施設活用

検討委員会 

文化施設の活用に関して調査審議すること。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

附属機関の属

する執行機関 

附属機関の名称 担任する事務 

教育委員会  (略)  (略) 

飯塚市文化財保存活

用推進委員会 

文化財保存活用地域計画の作成及び変更等に関

して総合的に調査審議すること。 
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議案第110号 

 

飯塚市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

飯塚市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和3年11月30日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠 

 

 

提案理由 

一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)が改正され、国家公務員

の住居手当に対する支給要件の改定が行われており、本市の支給についても関係規

定を整備するため、本案を提出するものである。 

 

 

飯塚市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 飯塚市職員の給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第45号)の一部を次のように

改正する。 

第15条第1項中「1万2,000円」を「1万6,000円」に改め、同条第2項中「各号に

掲げる額」を「各号に定める額」に、「掲げる額及び第2号に掲げる額」を「定め

る額及び第2号に定める額」に、「掲げる額(その額」を「定める額(その額」に、

「2万3,000円」を「2万7,000円」に、「1万2,000円を控除」を「1万6,000円を控

除」に、「1万6,000円」を「1万7,000円」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和4年4月1日から施行する。 
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飯塚市職員の給与に関する条例 資料(新旧対照表) 

新 旧 

(住居手当) (住居手当) 

第15条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。 第15条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。 

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超え

る家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を

除く。) 

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万2,000円を超え

る家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を

除く。) 

(2) 第16条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、

配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1

万6,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要

があると認められるものとして規則で定めるもの 

(2) 第16条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、

配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1

万2,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要

があると認められるものとして規則で定めるもの 

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める

額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号

に定める額及び第2号に定める額の合計額)とする。 

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる

額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号

に掲げる額及び第2号に掲げる額の合計額)とする。 

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定

める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相

当する額 

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲

げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相

当する額 

ア 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,00

0円を控除した額 

ア 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,00

0円を控除した額 

イ 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,

000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超え

るときは1万7,000円)を1万1,000円に加算した額 

イ 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,

000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超え

るときは1万6,000円)を1万1,000円に加算した額 

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相

当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) 

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相

当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) 

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

附 則 

 この条例は、令和4年4月1日から施行する。 
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議案第111号  

 

飯塚市特別会計設置条例の一部を改正する条例 

 

飯塚市特別会計設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和3年11月30日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   

 

 

提案理由 

学校給食事業特別会計を廃止するため、本案を提出するものである。 

 

 

飯塚市特別会計設置条例の一部を改正する条例 

飯塚市特別会計設置条例(平成18年飯塚市条例第50号)の一部を次のように改正す

る。 

第4条中第7号を削る。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 飯塚市学校給食事業特別会計に係る令和3年度の歳入及び歳出については、なお

従前の例による。 
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飯塚市特別会計設置条例 資料(新旧対照表) 

新 旧 

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に 第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に 

掲げる特別会計を当該各号に定める事業の円滑な運営とその経理の適正を図る  掲げる特別会計を当該各号に定める事業の円滑な運営とその経理の適正を図る 

ため、設置する。  ため、設置する。 

(1)～(6) (略) (1)～(6) (略) 

 (7) 飯塚市学校給食事業特別会計 学校給食事業 

附 則  

(施行期日) 

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 飯塚市学校給食事業特別会計に係る令和3年度の歳入及び歳出については、なお 

従前の例による。 

 

 

14



議案第112号  

 

飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和3年11月30日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   

 

 

提案理由 

 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法

律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（令和3年政令第253号）が公布され

たことに伴い、未就学児の被保険者均等割額の減額について規定するほか、関係規

定を整理するため、本案を提出するものである。 

 

 

   飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

飯塚市国民健康保険税条例(平成18年飯塚市条例第53号)の一部を次のように改正

する。 

第4条の見出し中「国民健康保険の被保険者に係る所得割額」を「国民健康保険の

被保険者に係る基礎課税額の所得割額」に改める。 

第6条の見出し中「国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額」を「国民健

康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額」に改める。 

 第6条の2の見出し中「国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額」を「国民

健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額」に改め、同条第1号中「第

24条」を「第24条第1項」に改める。 

 第7条中「賦課期日の属する年の前年の所得に係る」を削る。 

 第14条第1項中「同条」を「その減額後」に改める。 

 第24条第1号中「法第703条の5」を「法第703条の5第1項」に改め、同号ア中「国

民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額」を「国民健康保険の被保険者に係
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る基礎課税額の被保険者均等割額」に改め、同号イ中「国民健康保険の被保険者に

係る世帯別平等割額」を「国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額」に改め、同条第2号中「法第703条の5」を「法第703条の5第1項」に改め、同

号ア中「国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額」を「国民健康保険の被

保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額」に改め、同号イ中「国民健康保険の

被保険者に係る世帯別平等割額」を「国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の

世帯別平等割額」に改め、同条第3号中「法第703条の5」を「法第703条の5第1項」

に改め、同号ア中「国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額」を「国民健

康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額」に改め、同号イ中「国民

健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額」を「国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の世帯別平等割額」に改め、同条に次の1項を加える。 

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以降の最初の3月31

日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税

義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児

につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合

にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割

額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して

得た額とする。 

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる

世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額 

ア 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 3,150円 

イ 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 5,250円 

ウ 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 8,400円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 10,500円 

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額 

ア 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 1,215円 

イ 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 2,025円 

ウ 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 3,240円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 4,050円 
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 第24条の2中「前条の」を「前条第1項の」に、「前条第1号」を「前条第1項第1号」

に、「「総所得金額」」を「「総所得金額及び」」に改め、「次号及び第3号において同じ。

)」の次に「及び」を加える。 

 附則第8項中「第24条」を「第24条第1項」に、「法第703条の5」を「法第703条の5

第1項」に改める。 

 附則第9項、第10項及び第12項から第19項までの規定中「第24条」を「第24条第1

項」に改める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2第1号、第14条第1項、第

24条及び第24条の2の改正規定（「前条の」を「前条第1項の」に、「前条第1号」を

前条第1項第1号）に改める部分に限る。）並びに附則第8項から第10項まで及び第

12項から第19項までの改正規定は令和4年4月1日から施行する。 

 (適用区分) 

2 この条例（前項ただし書に規定する改正規定に限る。）による改正後の飯塚市国

民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適

用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 

17



飯塚市国民健康保険税条例 資料(新旧対照表) 

新 旧 

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額) (国民健康保険の被保険者に係る所得割額) 

第4条 (略) 第4条 (略) 

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額) (国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額) 

第6条 (略) 第6条 (略) 

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額) (国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額) 

第6条の2 第3条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額とする。 

第6条の2 第3条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被

保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続し

て同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険

者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」とい

う。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がい

ない場合に限る。)をいう。次号、第8条の2及び第24条第1項において同じ。)

及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属す

る世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過

する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)を

いう。第3号、第8条の2及び第24条第1項において同じ。)以外の世帯 23,000

円 

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被

保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続し

て同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険

者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」とい

う。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がい

ない場合に限る。)をいう。次号、第8条の2及び第24条において同じ。)及び特

定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯

であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月

までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。

第3号、第8条の2及び第24条において同じ。)以外の世帯 23,000円 

(2)・(3) (略) (2)・(3) (略) 

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額) (国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額) 

第7条 第3条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.8を乗じ

て算定する。 

第7条 第3条第3項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控

除後の総所得金額等に100分の2.8を乗じて算定する。 

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課) (納税義務の発生、消滅等に伴う賦課) 

第14条 保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属す

る月から、月割をもって算定した第3条第1項の額(第24条の規定による減額が行

われた場合には、その減額後の保険税の額とする。以下この条において同じ。)

を課する。 

第14条 保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属す

る月から、月割をもって算定した第3条第1項の額(第24条の規定による減額が行

われた場合には、同条の保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課す

る。 

2～8 (略) 2～8 (略) 

(保険税の減額) (保険税の減額) 

第24条 次の各号のいずれかに掲げる保険税の納税義務者に対して課する保険税

の額は、第3条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額

(当該減額して得た額が63万円を超える場合には、63万円)、同条第3項本文の後

期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額し

第24条 次の各号のいずれかに掲げる保険税の納税義務者に対して課する保険税

の額は、第3条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額

(当該減額して得た額が63万円を超える場合には、63万円)、同条第3項本文の後

期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額し

18



て得た額が19万円を超える場合には、19万円)並びに同条第4項本文の介護納付金

課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円

を超える場合には、17万円)の合算額とする。 

て得た額が19万円を超える場合には、19万円)並びに同条第4項本文の介護納付金

課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円

を超える場合には、17万円)の合算額とする。 

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43

万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同

一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に同条に規定する総所得金額

に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得につい

て同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定す

る給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号におい

て同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第

1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等

に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者

(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者

に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を

超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下

この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43

万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加

算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者 

(1) 法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円

(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世

帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に同条に規定する総所得金額に係

る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同

条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給

与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同

じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5に規定

する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得

について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳

未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年

齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に

限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条にお

いて「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該

給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金

額)を超えない世帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険

者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 14,700円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項

に規定する世帯主を除く。) 1人について 14,700円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれに定める額 

(ア)～(ウ) (略) (ア)～(ウ) (略) 

ウ～カ (略) ウ～カ (略) 

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43

万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同

一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当

該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金

額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき28万5,000円を加算した金額

を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。) 

(2) 法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円

(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世

帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給

与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)

に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき28万5,000円を加算した金額を

超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。) 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険

者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 10,500円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項

に規定する世帯主を除く。) 1人について 10,500円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれに定める額 

(ア)～(ウ) (略) (ア)～(ウ) (略) 

ウ～カ (略) ウ～カ (略) 
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(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43

万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同

一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当

該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金

額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき52万円を加算した金額を超

えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。) 

(3) 法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円

(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世

帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給

与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)

に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき52万円を加算した金額を超えな

い世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。) 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険

者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 4,200円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項

に規定する世帯主を除く。) 1人について 4,200円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれに定める額 

(ア)～(ウ) (略) (ア)～(ウ) (略) 

ウ～カ (略) ウ～カ (略) 

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以降の最初の3月

31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納

税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就

学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとし

た場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者

均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減

額して得た額とする。 

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額 

ア 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 3,150円 

イ 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 5,250円 

ウ 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 8,400円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 10,500円 

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定め

る額 

ア 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 1,215円 

イ 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 2,025円 

ウ 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 3,240円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 4,050円 

 

(特例対象被保険者等に係る保険税の課税の特例) (特例対象被保険者等に係る保険税の課税の特例) 

第24条の2 保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険

の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の

2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第25条の2において同じ。)である

第24条の2 保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険

の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の

2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第25条の2において同じ。)である
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場合における第4条及び前条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「規定

する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第24条の2に規定する特例対

象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与

所得については、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第2項の規定によって計

算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」

と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総

所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の

総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得について

は、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金

額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。 

場合における第4条及び前条の規定の適用については、第4条第1項中「規定する

総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第24条の2に規定する特例対象被

保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得

については、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第2項の規定によって計算し

た金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、

「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1号中「総所得金額」

とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給

与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28

条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものと

する。次号及び第3号において同じ。)」とする。 

附 則 附 則 

(公的年金等に係る所得に係る保険税の課税の特例) (公的年金等に係る所得に係る保険税の課税の特例) 

8 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る

所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に

係るものに限る。)の控除を受けた場合における第24条第1項の規定の適用につい

ては、同条中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」と

あるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規

定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算し

た金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、

「110万円」とあるのは「125万円」とする。 

8 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る

所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に

係るものに限る。)の控除を受けた場合における第24条の規定の適用については、

同条中「法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法

第703条の5に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等

に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円

を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とある

のは「125万円」とする。 

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例) (上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第4条、第7条、

第9条及び第24条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場

株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2

第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」

と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第4条、第7条、

第9条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式

等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」

と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第24

条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の

2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 

(長期譲渡所得に係る保険税の課税の特例) (長期譲渡所得に係る保険税の課税の特例) 

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第4条、第7条、第9

条及び第24条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額

の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第4条、第7条、第9

条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計

額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規
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項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条

の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35

条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合に

は、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額

から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得

の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の

合計額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合

計額」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第24条第1項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規

定する長期譲渡所得の金額」とする。 

定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1

項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1

項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、こ

れらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控

除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」

という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額」と、

同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附

則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第24条中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲

渡所得の金額」とする。 

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る保険税の課税の特例) (一般株式等に係る譲渡所得等に係る保険税の課税の特例) 

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合に

おける第4条、第7条、第9条及び第24条第1項の規定の適用については、第4条第1

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の

2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあ

るのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係

る譲渡所得等の金額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡

所得等の金額」とする。 

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合に

おける第4条、第7条、第9条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5

項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるの

は「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲

渡所得等の金額」と、第24条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金

額」とする。 

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る保険税の課税の特例) (上場株式等に係る譲渡所得等に係る保険税の課税の特例) 

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合

における第4条、第7条、第9条及び第24条第1項の規定の適用については、第4条

第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35

条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」

とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式

等に係る譲渡所得等の金額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に

係る譲渡所得等の金額」とする。 

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合

における第4条、第7条、第9条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2

の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」と

あるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等

に係る譲渡所得等の金額」と、第24条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡

所得等の金額」とする。 

(先物取引に係る雑所得等に係る保険税の課税の特例) (先物取引に係る雑所得等に係る保険税の課税の特例) 

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合に

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合に
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おける第4条、第7条、第9条及び第24条第1項の規定の適用については、第4条第1

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の

4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるの

は「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所

得等の金額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」

とする。 

おける第4条、第7条、第9条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4

項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法

第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の

金額」と、第24条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る保険税の課税の特例) (土地の譲渡等に係る事業所得等に係る保険税の課税の特例) 

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第4

条、第7条、第9条及び第24条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に

規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第3

14条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金

額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第4

条、第7条、第9条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定す

る土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の

2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、

第24条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33

条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例) (特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

16 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関

する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第1

2条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利

子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合に

おける第4条、第7条、第9条及び第24条第1項の規定の適用については、第4条第1

項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律

(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において

準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第24条第

1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」

と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子

等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第24条第1項中「山林所得金額」と

あるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。 

16 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関

する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第1

2条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利

子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合に

おける第4条、第7条、第9条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中

「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国

居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和

37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用す

る場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第24条において

「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林

所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合

計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は特例適用利子等の額」と、第24条中「山林所得金額」とあるのは「山林所

得金額並びに特例適用利子等の額」とする。 

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例) (特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

17 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯 17 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯
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所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関

する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特

例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、

配当所得及び雑所得を有する場合における第4条、第7条、第9条及び第24条第1項

の規定の適用については、第4条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」

とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所

得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第4項(同法第12条

第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当

等の額(以下この条及び第24条第1項において「特例適用配当等の額」という。)

の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山

林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第24

条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の

額」とする。 

所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関

する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特

例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、

配当所得及び雑所得を有する場合における第4条、第7条、第9条及び第24条の規

定の適用については、第4条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」と

あるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得

税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第4項(同法第12条第6

項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の

額(以下この条及び第24条において「特例適用配当等の額」という。)の合計額か

ら法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金

額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第24条中「山

林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。 

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例) (条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

18 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関

する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条

の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、

一時所得及び雑所得を有する場合における第4条、第7条、第9条及び第24条第1項

の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第

2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、

法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税

条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額

の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるの

は「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定す

る条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規

定する条約適用利子等の額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定す

る条約適用利子等の額」とする。 

18 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関

する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条

の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、

一時所得及び雑所得を有する場合における第4条、第7条、第9条及び第24条の規

定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」

とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税

法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等

実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計

額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約

適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条

約適用利子等の額」と、第24条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子

等の額」とする。 

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例) (条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

19 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に

係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第4条、第7条、第9条

及び第24条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の

19 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に

係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第4条、第7条、第9条

及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額

24



合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施

に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第4

6号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条

約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の

合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2

の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3

条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第24条第1項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2

の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。 

から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う

所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。

以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用

配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」

とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項

に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12

項に規定する条約適用配当等の額」と、第24条中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定す

る条約適用配当等の額」とする。 

   附 則  

(施行期日)  

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2第1号、第14条第1項、

第24条及び第24条の2の改正規定(「前条の」を「前条第1項の」に、「前条第1号」

を前条第1項第1号)に改める部分に限る。)並びに附則第8項から第10項まで及び

第12項から第19項までの改正規定は令和4年4月1日から施行する。 

 

(適用区分)  

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の飯塚市国

民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について

適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 
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議案第113号 

 

   飯塚市立図書館条例の一部を改正する条例 

 

 飯塚市立図書館条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和3年11月30日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠 

 

 

提案理由 

 飯塚市立図書館の休館日を一部変更するため、本案を提出するものである。 

 

 

   飯塚市立図書館条例の一部を改正する条例 

飯塚市立図書館条例(平成18年飯塚市条例第93号)の一部を次のように改正 

する。    

 第5条第1号を次のように改める。 

(1) 飯塚市立図書館 

ア 月曜日(毎月第3月曜日を除く。)及び毎月第3火曜日。ただし、国民の祝日に

関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当

たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日を休館日とする。 

イ 館内整理日 毎月、教育委員会の承認を得て指定管理者が別に定める日(蔵書

点検期間のある月及び12月を除く。)及び1月4日 

ウ 蔵書点検期間 毎年、教育委員会の承認を得て指定管理者が別に定める10日

以内の期間 

エ 年末年始 12月29日から翌年の1月3日までの日 

第5条第3号を次のように改める。 

(3) 飯塚市立図書館頴田館 

ア 休日 

イ 土曜日及び日曜日 

ウ 館内整理日 毎月、教育委員会が別に定める日及び1月4日 

26



エ 蔵書点検期間 毎年、教育委員会が別に定める10日以内の期間 

オ 年末年始 12月29日から翌年の1月3日までの日 

第5条第3号を同条第4号とする。 

第5条第2号を次のように改める。 

(2) 飯塚市立図書館穂波館 

ア 月曜日(休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない 

日を休館日とする。) 

イ 館内整理日 毎月、教育委員会が別に定める日及び1月4日 

ウ 蔵書点検期間 毎年、教育委員会が別に定める10日以内の期間 

エ 年末年始 12月29日から翌年の1月3日までの日 

第5条第2号を同条第3号とする。 

第5条第1号の次に次の1号を加える。 

(2) 飯塚市立図書館筑穂館及び同庄内館 

 ア 月曜日(休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない

日を休館日とする。) 

イ 館内整理日 毎月、教育委員会の承認を得て指定管理者が別に定める日(蔵書

点検期間のある月及び12月を除く。)及び1月4日 

ウ 蔵書点検期間 毎年、教育委員会の承認を得て指定管理者が別に定める10日 

以内の期間 

エ 年末年始 12月29日から翌年の1月3日までの日 

   附 則 

この条例は、令和4年4月1日から施行する。 
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飯塚市立図書館条例 資料(新旧対照表) 

新 旧 

(休館日) 

第5条 図書館等の休館日は、次のとおりとする。 

(1) 飯塚市立図書館 

ア 月曜日(毎月第3月曜日を除く。)及び毎月第3火曜日。ただし、国民の祝日 

に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。) 

に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日を休館日 

とする。 

イ 館内整理日 毎月、教育委員会の承認を得て指定管理者が別に定める日( 

蔵書点検期間のある月及び12月を除く。)及び1月4日 

ウ 蔵書点検期間 毎年、教育委員会の承認を得て指定管理者が別に定める10 

日以内の期間 

エ 年末年始 12月29日から翌年の1月3日までの日 

 

(休館日) 

第5条 図書館等の休館日は、次のとおりとする。 

(1) 指定図書館 

ア 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日 

(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日を休館日とする。) 

イ 館内整理日 

(ア) 飯塚市立図書館 毎月最終金曜日(蔵書点検期間のある月及び12月 

 を除く。)及び1月4日 

(イ) 飯塚市立図書館筑穂館 毎月最終木曜日(蔵書点検期間のある月及 

 び12月を除く。)及び1月4日 

(ウ) 飯塚市立図書館庄内館 毎月最終水曜日(蔵書点検期間のある月及 

 び12月を除く。)及び1月4日 

ウ 蔵書点検期間 毎年、教育委員会の承認を得て指定管理者が別に定める 

10日以内の期間 

エ 年末年始 12月29日から翌年の1月3日までの日 

(2) 飯塚市立図書館筑穂館及び同庄内館 

 ア 月曜日(休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日で 

ない日を休館日とする。) 

イ 館内整理日 毎月、教育委員会の承認を得て指定管理者が別に定める日( 

蔵書点検期間のある月及び12月を除く。)及び1月4日 

ウ 蔵書点検期間 毎年、教育委員会の承認を得て指定管理者が別に定める10 

日以内の期間 

エ 年末年始 12月29日から翌年の1月3日までの日 

 

(3) 飯塚市立図書館穂波館 

 ア 月曜日(休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日で 

ない日を休館日とする。) 

イ 館内整理日 毎月、教育委員会が別に定める日及び1月4日 

ウ 蔵書点検期間 毎年、教育委員会が別に定める10日以内の期間 

エ 年末年始 12月29日から翌年の1月3日までの日 

 

(2) 飯塚市立図書館穂波館 

ア 12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの日 

イ 月曜日(アに掲げる期間を除く。国民の祝日に関する法律に規定する休日 

(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も 

近い休日でない日を休館日とする。) 

ウ 館内整理日 毎月、教育委員会が別に定める日及び 1月 4 日 

エ 蔵書点検期間 毎年、教育委員会が別に定める 10 日以内の期間 

(4) 飯塚市立図書館頴田館 

ア 休日 

イ 土曜日及び日曜日 

ウ 館内整理日 毎月、教育委員会が別に定める日及び1月4日 

(3) 飯塚市立図書館頴田館 

ア 12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの日 

イ 土曜日及び日曜日 

ウ 休日(アに掲げる期間を除く。) 

28



エ 蔵書点検期間 毎年、教育委員会が別に定める10日以内の期間 

オ 年末年始 12月29日から翌年の1月3日までの日 

エ 館内整理日 毎月、教育委員会が別に定める日及び 1月 4 日 

オ 蔵書点検期間 毎年、教育委員会が別に定める 10 日以内の期間 

附 則  

この条例は、令和4年4月1日から施行する。  
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議案第114号  

 

飯塚市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

飯塚市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和3年11月30日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   

 

 

提案理由 

健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、出産育児一時金の支給

額を改正するため、本案を提出するものである。 

 

 

飯塚市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

飯塚市国民健康保険条例(平成18年飯塚市条例第149号)の一部を次のように改正

する。 

第4条第１項中「40万4,000円」を「40万8,000円」に改める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額について 

は、なお従前の例による。 
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飯塚市国民健康保険条例 資料(新旧対照表) 

新 旧 

第1条～第3条 (略) 第1条～第3条 (略) 

(出産育児一時金) (出産育児一時金) 

第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に

対し、出産育児一時金として40万8,000円を支給する。ただし、その出産

が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出

産に相当すると認められるときは、40万8,000円に、同条第1号に規定する

保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、3

万円を超えない範囲内で規則で定める額を加算した額とする。 

第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に

対し、出産育児一時金として40万4,000円を支給する。ただし、その出産

が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出

産に相当すると認められるときは、40万4,000円に、同条第1号に規定する

保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、3

万円を超えない範囲内で規則で定める額を加算した額とする。 

2 (略) 2 (略) 

第5条～第13条 (略) 第5条～第13条 (略) 

附 則 

 (施行期日) 

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。 

 

(経過措置)  

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額に

ついては、なお従前の例による。 
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議案第115号  

 

飯塚市都市計画法に基づく開発許可の基準の緩和に関する条例 

 

飯塚市都市計画法に基づく開発許可の基準の緩和に関する条例を次のように定め

る。 

 

令和3年11月30日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠 

 

 

提案理由 

都市計画法施行令の一部が改正されたことに伴い、公園等の設置が義務付けられ

る開発行為の面積の最低限度について、その基準を緩和するため、本案を提出する

ものである。 

 

 

飯塚市都市計画法に基づく開発許可の基準の緩和に関する条例 

(趣旨) 

第1条 この条例は､都市計画法(昭和43年法律第100号｡以下｢法｣という｡)第33条第3 

項及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号｡以下｢政令｣という｡)第29条の2第2 

項第1号及び第3号の規定に基づき､開発許可の基準の緩和に関し必要な事項を定め 

るものとする｡ 

(定義) 

第2条 この条例で使用する用語は､法及び政令において使用する用語の例による｡ 

(技術的細目に定められた制限の緩和) 

第3条 法第33条第3項の規定による政令第25条第6号に関する技術的細目において定 

められた公園､緑地又は広場の設置に係る制限の緩和は､政令第29条の2第2項第3号 

ｲで定める基準により､開発行為に係る開発区域の面積の最低限度を1ヘクタールと 

する｡ 

附 則 

(施行期日) 
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1 この条例は、公布の日から施行する。 

(基準の特例) 

2 この条例の施行の日前に受理された法第29条第1項の規定による申請に係る許可

の基準の適用については、なお従前の例による。ただし、当該申請に係る施行の

日以後に受理された法第35条の2第1項の規定による変更申請に係る許可の基準に

ついては、この条例の規定を適用する。 
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議案第116号  

 

契約の締結(下三緒排水ポンプ場新設(機械設備)工事) 

 

 下三緒排水ポンプ場新設(機械設備)工事について、次のように工事請負契約を締

結するものとする。 

 

令和3年11月30日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   

 

 

1 工事名   下三緒排水ポンプ場新設(機械設備)工事 

2 工事場所  飯塚市 下三緒 地内 

3 契約金額  269,170,000円 

4 受注者   福岡県飯塚市柏の森488番地1 

コースイ株式会社 

代表取締役 鶴田 泰三 

5 契約の方法 指名競争入札 

 

 

提案理由 

 工事請負契約を締結するにあたり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項

第5号及び飯塚市議会の議決に付すべき契約に関する条例(平成18年飯塚市条例第56

号)第2条の規定に基づき、本案を提出するものである。 
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入札参加業者名(指名競争入札)

落札率（Ｂ /Ａ）
94.90　％

（少数点第3位以下切捨）

予 定 価 格 （ Ａ ）

最 低 制 限 価 格

（244,700,000 円

（237,201,000

円

283,610,800

落 札 額 （ Ｂ ）

工 事 請 負 議 案 資 料

入　札　概　要

工 事 名 下三緒排水ポンプ場新設（機械設備）工事

工 期 本契約として認められた日から令和5年3月28日まで

(うち消費税 25,782,800 円)

23,720,100

税抜）（257,828,000

円

落 札 者 名

入 札 日 令和3年10月19日

円)

円 税抜）

税抜）

24,470,000

コースイ株式会社

円)

269,170,000 円 (うち消費税

円 (うち消費税260,921,100

株式会社　東生 コースイ株式会社 サノ・テクノ株式会社

株式会社　オカベ工事
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工 事 請 負 議 案 資 料 

 

 

工 事 名        下三緒排水ポンプ場新設（機械設備）工事 

 

工 事 場 所   飯塚市 下三緒 地内 

 

工 期        本契約として認められた日から 令和 5 年 3 月 28 日まで 

 

工 事 概 要  ポンプゲート設備（２ｍ3／ｓ）  ２門 

        

        除塵機設備           ２基 

 

機械設備設置工（労務費）    １式 
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ポンプゲート（ポンプ部） 

（１）仕様明細 

台  数    ２台 

形  式    横軸水中軸流ポンプ(全速全水位型同等規格) 

設置場所    屋外 

口  径    １０００ｍｍ 

全 揚 程    ３．６ｍ 

吐 出 量    １２０ｍ３／ｍｉｎ／台 

液  質    雨水 

液  温    常温 

原 動 機    乾式水中誘導電動機 

原動機出力    １３２ｋＷ程度 

始動方式    特殊コンドルファ始動 

運転方式    水位による自動運転 

ポンプゲート（ゲート部） 

（１）仕様明細 

数  量     2 門 

   形  式     鋼製ローラゲート 

   水密方式     前面四方ゴム水密 

   呑口寸法     巾２４００ｍｍ×有効高２０００ｍｍ 

   設計水深     外水位１８．０９ 内水位１２．３５ｍ 

   操作水深     (開時) 外水位１５．５０ 内水位１６．５０ 

            (閉時) 外水位１９．５９ 内水位１６．５０ 

   開閉方式           電動ラック式 

   開閉速度           ０．３ｍ／ｍiｎ程度 

   動  力      １．２ｋｗ程度 

                  ＡＣ４００Ｖ、６０Ｈｚ 

   水  質           雨水 
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除塵設備 

（１）仕様明細 

台  数   ２基 

形  式   引上式除塵機（背面降下前面掻揚式） 

水 路 幅   ２７５０ｍｍ 

水路高さ   ４１５０ｍｍ 

レーキ速度   ５．０ｍ／ｍⅰｎ程度 

有効目幅   ５０ｍｍ 

傾斜角度   ７５° 

設計水位差   １．０ｍ 

引上装置   電動ワイヤードラム式 

引上速度   １．０ｍ／ｍⅰｎ程度 

 

（２）電動機 

形  式   全閉外扇形 

仕  様   ２．２ｋＷ程度（除塵機本体） 

    １．５ｋＷ程度（引上装置） 

電  源   ＡＣ４００Ｖ、６０Ｈｚ、４Ｐ 

 

（３）付属品 

ｽﾃﾝﾚｽ製底開き式コンテナ（台車付） ４台 

基礎アンカーボルト、ナット  １式 
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下三緒排水ポンプ場新設（機械設備）工事　位置図
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上部横桁
BC700×125×200×12/12

下部水密ゴム
合成ゴム下部横桁

BC700×280×125×12/22(12)

上部水密ゴム
合成ゴム

上部主ローラ

SUS304

下部主ローラ
SUS304

スキンプレート
PL12

中間縦桁

BC700×125×12/12

横軸水中軸流ポンプ
φ1000×1台

側部水密ゴム
合成ゴム

主ローラ軸
φ80
SUS304

水
流
方
向

水
圧
方
向

水流方向 水圧方向

サイドローラ
φ100
SUS304

B ～

C ～

D ～ E ～

A ～

端縦桁
C300×90×9/13

1．本図は1門分を示す。製作数は2門分。

2．特記なき材質はSS400とする。

S=1:15ポンプゲート扉体組立図

背面図 正面図

A B C
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平面図

ポンプ

(参考図)
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1. 本図は1門分を示す。製作数は2門分。

2. 特記なき材質は、SUS304とする。

3. ※ー・ー※は、据付基準線を示す。

※ ※ ※ ※ ※

D ～
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水
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方
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水
流
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圧
方
向
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流
方

向
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圧
方
向

水
流
方
向

ローラレール（前面）
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SS400

ローラレール（後面）

BH100×100×9×12

SS400

水密板

FB50×9

（cold）

※

※

補強材

H100×50×5×7

SS400

水圧方向水流方向

敷金物

H125×125×6.5×9

SS400

G ～

水密板

FB50×9

（cold）

※

※

※

※

※ ※

正面図 A ～

側部戸当り（前面）

PL6

背面戸当り

PL6

側部戸当り（後面）

PL6

B A
 0
+2

取外しガイド

PL6

B ～ C ～

側部戸当り（上部）

PL6

側部戸当り（下部）

PL6
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D

E

F

G

敷金物

H125×125×6.5×9

SS400

水流方向 水圧方向 水流方向 水圧方向
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下部戸当り

PL6

水
流
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向

水
圧
方
向

上部クサビ

t15

下部クサビ

t25

ポンプゲート戸当金物組立図

S=1:20 S=1:20 S=1:20 S=1:20

平面図 S=1:20 S=1:10 S=1:10 S=1:10

S=1:5

(参考図)
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16.50

※

※

H.W.L ▽18.09

側面図

▽20.40

▽12.35

▽11.55

▽20.40

▽16.50

▽12.35

※

※

正面図

S=1:40ポンプゲート箱抜図

1. ※－・－※は、据付基準線を示す。

2.       部は箱抜・2次コン部を示す。

平面図

(参考図)
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※

ローラ支間　2770

ローラレール（前面）
BH100×100×12/12
SS400

※

上部主ローラ部 下部主ローラ部

側部戸当り（前面）

PL6
SUS304

ローラレール（前面）

BH100×100×12/12
SS400

ローラレール（後面）
BH100×100×9/12
SS400

敷金物

H125×125×6.5/9
SS400

※

※

※

※

軽構造部詳細
純径間　2400

下部水密ゴム

合成ゴム

上部水密ゴム
合成ゴム

水
流
方
向

側部戸当り（後面）
PL6
SUS304

水
圧
方
向

水
圧
方
向

水
流
方
向

水圧方向水流方向

側部水密ゴム
合成ゴム

下部主ローラ
φ390
SUS304

上部主ローラ

φ400

SUS304

サイドローラ
φ100
SUS304

S=1:6ポンプゲート要部詳細図

上・下部水密部詳細 

側部水密部詳細（重構造部）

1. ※－・－※は、据付基準線を示す。

2.       部は箱抜・2次コン部を示す。

A=0.3m2

A=0.2m2

(参考図)
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+16.50

※

運転停止吸水槽水位 ＋14.00

運転開始吸水槽水位 ＋14.50

運転可能最低吸水槽水位 ＋13.15

吸水槽敷高　＋12.35

（非常停止水位）

（停止水位）

（始動水位）

1号除塵機

有効目幅　50

+16.50

※

2号除塵機

コンテナ

0.5m3×4台

除塵機架台

※

引上装置点検台

1号引上装置

1号除塵機

2号引上装置

※

レーキ

3本

有効目幅　50

2号除塵機

水流方向

水流方向

水流方向

自　動　除 塵 機 仕 様

摘

要

2

m/min

本3

400V・60Hz

基

W2.75m×H4.15m

5.0

型　　　　　式

水　路　寸　法

設　　置　　数

掻　上　速　度

レ　ー　キ　数

電　　動　　機

電　　　　　源

JAC6205特F-SJ

2.2kW×4P×1/528

トルクリミッタ・FBブレーキ付

(A-2att付)

背面降下前面掻揚式

掻 上 チェーン

スクリーン目幅 mm50

引 上 装 置 仕 様

摘

要

ワイヤーロープ

m/min1.16

電動ワイヤドラム式

1.5kW×4P×1/1479

サイクロ減速電動機

型　　　　　式

巻　取　速　度

電　　動　　機

電　　　　　源

ステンレスロープ　φ16

トルクリミッタ・FBブレーキ付

400 V ・ 60Hz

ベベルギア減速機付サイクロ減速電動機

※ー・ー※は据付基準線を示す。

S=1:40除塵設備一般図

平面図

正面図

側面図(A～)

A

(参考図)
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+16.50

※

運転停止吸水槽水位 ＋14.00

水流方向

7100

運転開始吸水槽水位 ＋14.50

運転可能最低吸水槽水位 ＋13.15

吸水槽敷高　＋12.35

（非常停止水位）

（停止水位）

（始動水位）

レーキ
3本

有効目幅　50

※

600

サブスクリーン
SUS304

下部フレーム2

SUS304

下部フレーム1

SUS304

導水板

SUS304

横桁
SUS304

スクリーン
SUS304

コンテナ
0.5m3×4台

上部フレーム

SS400+Zn

ベベルギア減速機付サイクロ減速電動機

LHYM3-4D16DB-EPTL-B-528

タラップ
SGP+Zn

エプロン
SUS304

反駆動側架台
SS400+Zn

駆動軸
S45C-N

駆動側架台

SS400+Zn

2号除塵機

▽+16.50

自　動　除 塵 機 仕 様

摘

要

2

m/min

本3

400V・60Hz

基

W2.75m×H4.15m

5.0

型　　　　　式

水　路　寸　法

設　　置　　数

掻　上　速　度

レ　ー　キ　数

電　　動　　機

電　　　　　源

JAC6205特F-SJ

2.2kW×4P×1/528

トルクリミッタ・FBブレーキ付

(A-2att付)

背面降下前面掻揚式

掻 上 チェーン

スクリーン目幅 mm50

ベベルギア減速機付サイクロ減速電動機

※-・-※は据付基準線を示す。

S=1:20除塵機組立図

A

側　面　図(A～)

正面図

(参考図)
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サイクロ減速電動機

1.5kW×4P×1/1479

水
流
方
向

ピロー型ユニット

UCP-320D1

ピロー型ユニット

UCP-320D1

ワイヤー弛み検出ユニット

WLG-12-P1形

ワイヤー弛み検出ユニット

WLG-12-P1形

フランジカップリング

GC-EEM-224

チェーンカップリング

CR-8022H+K

ギヤカップリング

GC-SSM-250

ドラム軸

S45C-N

ドラム

P.C.D.315
SUS304

ドラムカバー

SUS304

モータカバー

SUS304

ギヤカップリングカバー

SUS304

ワイヤロープ

φ16

SUS304

水流方向

上限検出リミット
WLG12-P1形

非常上限検出リミット

WLG12-P1形

水路幅 2750

※

※

ピロー型ユニット

UCP-322D1

水路幅 2750

+16.50 +16.50

ピロー型ユニット
UCP-322D1

2号引上装置1号引上装置

引上装置架台
SS400+Zn

引 上 装 置 仕 様

摘

要

ワイヤーロープ

m/min1.16

電動ワイヤドラム式

1.5kw×4p×1/1479

サイクロ減速電動機

型　　　　　式

巻　取　速　度

電　　動　　機

電　　　　　源

ステンレスロープ　φ16

トルクリミッター・FBブレーキ付

400 V ・ 60Hz

※-・-※は据付基準線を示す。

S=1:15引上装置組立図

断面図

平面図

正面図

(参考図)

水路幅 2750 500600

水路幅 2750 500600

28
00
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議案第117号  

 

契約の締結(文化会館大規模改修工事) 

 

 文化会館大規模改修工事について、次のように工事請負契約を締結するものとす

る。 

 

令和3年11月30日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   

 

 

1 工事名   文化会館大規模改修工事 

2 工事場所  飯塚市 飯塚 地内 

3 契約金額  1,977,800,000円 

4 受注者   福岡県福岡市中央区大名一丁目8番10号 

株式会社 安藤・間 九州支店 

執行役員支店長 五所 久和 

5 契約の方法 随意契約 

 

 

提案理由 

 工事請負契約を締結するにあたり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項

第5号及び飯塚市議会の議決に付すべき契約に関する条例(平成18年飯塚市条例第56

号)第2条の規定に基づき、本案を提出するものである。 
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見積金額(B)／予定価格(A)
94.98　％

（少数点第3位以下切捨）

（1,893,000,000
予 定 価 格 (A)

（1,798,000,000 円

円

2,082,300,000 円

見 積 金 額 (B)

工 事 請 負 議 案 資 料

見積結果

工 事 名 文化会館大規模改修工事

工 期 本契約として認められた日から令和5年4月28日まで

請 負 業 者 名

決 定 日 令和3年11月10日

円)

(うち消費税 189,300,000 円)

税抜）

株式会社　安藤・間　九州支店

1,977,800,000 円 (うち消費税

税抜）

179,800,000
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工 事 概 要 

 

 

工 事 名        文化会館大規模改修工事 

 

 

工 期        本契約として認められた日から 令和 5 年 4 月 28 日まで 

 

 

施 設 概 要  鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造） 

地下 1階、地上 4階建  

延床面積   17,455 ㎡ 

        大ホール天井耐震化         ・・・ 861 ㎡ 

中ホール天井耐震化         ・・・ 466 ㎡ 

エントランス，ホワイエ天井耐震   ・・・ 1,001 ㎡ 

老朽化した設備機器の更新      ・・・ 一式 
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主　要　地　方　道　飯　塚　大　野　城　線

公　園公　園公　園公　園公　園公　園公　園

工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所

嘉　穂　劇　場嘉　穂　劇　場嘉　穂　劇　場嘉　穂　劇　場嘉　穂　劇　場嘉　穂　劇　場嘉　穂　劇　場

飯　塚　公　民　館飯　塚　公　民　館飯　塚　公　民　館飯　塚　公　民　館飯　塚　公　民　館飯　塚　公　民　館飯　塚　公　民　館

市営駐車場市営駐車場市営駐車場市営駐車場市営駐車場市営駐車場市営駐車場
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駐　車　広　場駐　車　広　場駐　車　広　場駐　車　広　場駐　車　広　場駐　車　広　場駐　車　広　場
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飯塚市文化会館飯塚市文化会館飯塚市文化会館飯塚市文化会館飯塚市文化会館飯塚市文化会館飯塚市文化会館

付近見取図付近見取図付近見取図付近見取図付近見取図付近見取図付近見取図

文化会館大規模改修工事文化会館大規模改修工事文化会館大規模改修工事文化会館大規模改修工事文化会館大規模改修工事文化会館大規模改修工事文化会館大規模改修工事
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改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す

１階平面図１階平面図１階平面図１階平面図１階平面図１階平面図１階平面図

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】
　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】
　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修

【エレベーター】【エレベーター】【エレベーター】【エレベーター】【エレベーター】【エレベーター】【エレベーター】
　撤去・新設　撤去・新設　撤去・新設　撤去・新設　撤去・新設　撤去・新設　撤去・新設

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】
　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】
　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修

53



駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場

▽▽ ▽▽ ▽▽ ▽

駐車場出入口駐車場出入口駐車場出入口駐車場出入口駐車場出入口駐車場出入口駐車場出入口

改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す

２階平面図２階平面図２階平面図２階平面図２階平面図２階平面図２階平面図

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】
　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】
　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】
　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】
　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修【エレベーター】【エレベーター】【エレベーター】【エレベーター】【エレベーター】【エレベーター】【エレベーター】

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】　撤去・新設　撤去・新設　撤去・新設　撤去・新設　撤去・新設　撤去・新設　撤去・新設
　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修
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改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す

３階平面図３階平面図３階平面図３階平面図３階平面図３階平面図３階平面図

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】
　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】
　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修　全面改修【エントランス】【エントランス】【エントランス】【エントランス】【エントランス】【エントランス】【エントランス】

　既存天井撤去、膜天井新設　既存天井撤去、膜天井新設　既存天井撤去、膜天井新設　既存天井撤去、膜天井新設　既存天井撤去、膜天井新設　既存天井撤去、膜天井新設　既存天井撤去、膜天井新設

【エレベーター】【エレベーター】【エレベーター】【エレベーター】【エレベーター】【エレベーター】【エレベーター】
　撤去・新設　撤去・新設　撤去・新設　撤去・新設　撤去・新設　撤去・新設　撤去・新設

【ホワイエ】【ホワイエ】【ホワイエ】【ホワイエ】【ホワイエ】【ホワイエ】【ホワイエ】
　既存天井撤去、膜天井新設　既存天井撤去、膜天井新設　既存天井撤去、膜天井新設　既存天井撤去、膜天井新設　既存天井撤去、膜天井新設　既存天井撤去、膜天井新設　既存天井撤去、膜天井新設
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４階平面図４階平面図４階平面図４階平面図４階平面図４階平面図４階平面図

改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す

【中ホール】【中ホール】【中ホール】【中ホール】【中ホール】【中ホール】【中ホール】

　天井内構造補強材　新設　天井内構造補強材　新設　天井内構造補強材　新設　天井内構造補強材　新設　天井内構造補強材　新設　天井内構造補強材　新設　天井内構造補強材　新設

　落下防止措置金具　新設　落下防止措置金具　新設　落下防止措置金具　新設　落下防止措置金具　新設　落下防止措置金具　新設　落下防止措置金具　新設　落下防止措置金具　新設

　天井内構造補強材　新設　天井内構造補強材　新設　天井内構造補強材　新設　天井内構造補強材　新設　天井内構造補強材　新設　天井内構造補強材　新設　天井内構造補強材　新設

　落下防止措置金具　新設　落下防止措置金具　新設　落下防止措置金具　新設　落下防止措置金具　新設　落下防止措置金具　新設　落下防止措置金具　新設　落下防止措置金具　新設

【大ホール】【大ホール】【大ホール】【大ホール】【大ホール】【大ホール】【大ホール】
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改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す

１階平面図１階平面図１階平面図１階平面図１階平面図１階平面図１階平面図

【全部屋】【全部屋】【全部屋】【全部屋】【全部屋】【全部屋】【全部屋】

　照明設備LED化改修　照明設備LED化改修　照明設備LED化改修　照明設備LED化改修　照明設備LED化改修　照明設備LED化改修　照明設備LED化改修

　自動火災報知設備改修　自動火災報知設備改修　自動火災報知設備改修　自動火災報知設備改修　自動火災報知設備改修　自動火災報知設備改修　自動火災報知設備改修

　拡声設備改修　拡声設備改修　拡声設備改修　拡声設備改修　拡声設備改修　拡声設備改修　拡声設備改修

電気設備工事電気設備工事電気設備工事電気設備工事電気設備工事電気設備工事電気設備工事

　便所改修に伴う電気設備改修　便所改修に伴う電気設備改修　便所改修に伴う電気設備改修　便所改修に伴う電気設備改修　便所改修に伴う電気設備改修　便所改修に伴う電気設備改修　便所改修に伴う電気設備改修

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】
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駐車場出入口駐車場出入口駐車場出入口駐車場出入口駐車場出入口駐車場出入口駐車場出入口

▽▽ ▽▽ ▽▽ ▽

駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場

２階平面図２階平面図２階平面図２階平面図２階平面図２階平面図２階平面図

改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す

電気室電気室電気室電気室電気室電気室電気室

【電気室】【電気室】【電気室】【電気室】【電気室】【電気室】【電気室】

　受変電設備改修　受変電設備改修　受変電設備改修　受変電設備改修　受変電設備改修　受変電設備改修　受変電設備改修

　自家発電設設備改修　自家発電設設備改修　自家発電設設備改修　自家発電設設備改修　自家発電設設備改修　自家発電設設備改修　自家発電設設備改修

電気設備工事電気設備工事電気設備工事電気設備工事電気設備工事電気設備工事電気設備工事

【全部屋】【全部屋】【全部屋】【全部屋】【全部屋】【全部屋】【全部屋】

　照明設備LED化改修　照明設備LED化改修　照明設備LED化改修　照明設備LED化改修　照明設備LED化改修　照明設備LED化改修　照明設備LED化改修

　自動火災報知設備改修　自動火災報知設備改修　自動火災報知設備改修　自動火災報知設備改修　自動火災報知設備改修　自動火災報知設備改修　自動火災報知設備改修

　拡声設備改修　拡声設備改修　拡声設備改修　拡声設備改修　拡声設備改修　拡声設備改修　拡声設備改修

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】

　便所改修に伴う電気設備改修　便所改修に伴う電気設備改修　便所改修に伴う電気設備改修　便所改修に伴う電気設備改修　便所改修に伴う電気設備改修　便所改修に伴う電気設備改修　便所改修に伴う電気設備改修

58



３階平面図３階平面図３階平面図３階平面図３階平面図３階平面図３階平面図

改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す

電気設備工事電気設備工事電気設備工事電気設備工事電気設備工事電気設備工事電気設備工事

【全部屋】【全部屋】【全部屋】【全部屋】【全部屋】【全部屋】【全部屋】

　照明設備LED化改修　照明設備LED化改修　照明設備LED化改修　照明設備LED化改修　照明設備LED化改修　照明設備LED化改修　照明設備LED化改修

　自動火災報知設備改修　自動火災報知設備改修　自動火災報知設備改修　自動火災報知設備改修　自動火災報知設備改修　自動火災報知設備改修　自動火災報知設備改修

　拡声設備改修　拡声設備改修　拡声設備改修　拡声設備改修　拡声設備改修　拡声設備改修　拡声設備改修

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】

　便所改修に伴う電気設備改修　便所改修に伴う電気設備改修　便所改修に伴う電気設備改修　便所改修に伴う電気設備改修　便所改修に伴う電気設備改修　便所改修に伴う電気設備改修　便所改修に伴う電気設備改修
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４階平面図４階平面図４階平面図４階平面図４階平面図４階平面図４階平面図
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改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す

　照明設備LED化改修　照明設備LED化改修　照明設備LED化改修　照明設備LED化改修　照明設備LED化改修　照明設備LED化改修　照明設備LED化改修

　自動火災報知設備改修　自動火災報知設備改修　自動火災報知設備改修　自動火災報知設備改修　自動火災報知設備改修　自動火災報知設備改修　自動火災報知設備改修

　拡声設備改修　拡声設備改修　拡声設備改修　拡声設備改修　拡声設備改修　拡声設備改修　拡声設備改修

【全部屋】【全部屋】【全部屋】【全部屋】【全部屋】【全部屋】【全部屋】

電気設備工事電気設備工事電気設備工事電気設備工事電気設備工事電気設備工事電気設備工事
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　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修

　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、

改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す

１階平面図１階平面図１階平面図１階平面図１階平面図１階平面図１階平面図

　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修

　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、

　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修

　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、

　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修

　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、

給排水衛生設備工事給排水衛生設備工事給排水衛生設備工事給排水衛生設備工事給排水衛生設備工事給排水衛生設備工事給排水衛生設備工事

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】
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駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場

２階平面図２階平面図２階平面図２階平面図２階平面図２階平面図２階平面図

改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す

　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修

　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、

　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修

　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、

　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修

　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、

　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修

　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、

　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修

　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、

給排水衛生設備工事給排水衛生設備工事給排水衛生設備工事給排水衛生設備工事給排水衛生設備工事給排水衛生設備工事給排水衛生設備工事

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】
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３階平面図３階平面図３階平面図３階平面図３階平面図３階平面図３階平面図

改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す

　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修

　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、

　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修

　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、

　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修　配管等改修

　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、　便所改修に伴う衛生機器、

給排水衛生設備工事給排水衛生設備工事給排水衛生設備工事給排水衛生設備工事給排水衛生設備工事給排水衛生設備工事給排水衛生設備工事

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】
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４階平面図４階平面図４階平面図４階平面図４階平面図４階平面図４階平面図

改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す

【高架水槽】【高架水槽】【高架水槽】【高架水槽】【高架水槽】【高架水槽】【高架水槽】

　撤去・新設　撤去・新設　撤去・新設　撤去・新設　撤去・新設　撤去・新設　撤去・新設

給排水衛生設備工事給排水衛生設備工事給排水衛生設備工事給排水衛生設備工事給排水衛生設備工事給排水衛生設備工事給排水衛生設備工事
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改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す

１階平面図１階平面図１階平面図１階平面図１階平面図１階平面図１階平面図

　空調機改修　空調機改修　空調機改修　空調機改修　空調機改修　空調機改修　空調機改修

　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修

　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修

　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修 　空調機・熱源改修　空調機・熱源改修　空調機・熱源改修　空調機・熱源改修　空調機・熱源改修　空調機・熱源改修　空調機・熱源改修

【楽屋諸室】【楽屋諸室】【楽屋諸室】【楽屋諸室】【楽屋諸室】【楽屋諸室】【楽屋諸室】
　空調設備改修　空調設備改修　空調設備改修　空調設備改修　空調設備改修　空調設備改修　空調設備改修

　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修

空調設備工事空調設備工事空調設備工事空調設備工事空調設備工事空調設備工事空調設備工事

【機械室】【機械室】【機械室】【機械室】【機械室】【機械室】【機械室】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】

【機械室】【機械室】【機械室】【機械室】【機械室】【機械室】【機械室】

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】
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駐車場出入口駐車場出入口駐車場出入口駐車場出入口駐車場出入口駐車場出入口駐車場出入口

▽▽ ▽▽ ▽▽ ▽

駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場

２階平面図２階平面図２階平面図２階平面図２階平面図２階平面図２階平面図

改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す

【楽屋諸室】【楽屋諸室】【楽屋諸室】【楽屋諸室】【楽屋諸室】【楽屋諸室】【楽屋諸室】
　空調設備改修　空調設備改修　空調設備改修　空調設備改修　空調設備改修　空調設備改修　空調設備改修

　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修

　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修

　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修

　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修

　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修

【母子室】【母子室】【母子室】【母子室】【母子室】【母子室】【母子室】
　空調設備改修　空調設備改修　空調設備改修　空調設備改修　空調設備改修　空調設備改修　空調設備改修

空調設備工事空調設備工事空調設備工事空調設備工事空調設備工事空調設備工事空調設備工事

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】
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３階平面図３階平面図３階平面図３階平面図３階平面図３階平面図３階平面図

改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す

　空調機改修　空調機改修　空調機改修　空調機改修　空調機改修　空調機改修　空調機改修 　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修

　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修 　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修　換気設備改修

【母子室】【母子室】【母子室】【母子室】【母子室】【母子室】【母子室】
　空調設備改修　空調設備改修　空調設備改修　空調設備改修　空調設備改修　空調設備改修　空調設備改修

　空調機改修　空調機改修　空調機改修　空調機改修　空調機改修　空調機改修　空調機改修

空調設備工事空調設備工事空調設備工事空調設備工事空調設備工事空調設備工事空調設備工事

【機械室】【機械室】【機械室】【機械室】【機械室】【機械室】【機械室】 【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】

【機械室】【機械室】【機械室】【機械室】【機械室】【機械室】【機械室】

【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】 【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】【便所】
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４階平面図４階平面図４階平面図４階平面図４階平面図４階平面図４階平面図

改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す改修範囲を示す

【中ホール】【中ホール】【中ホール】【中ホール】【中ホール】【中ホール】【中ホール】
　天井内工事に伴うダクト改修　天井内工事に伴うダクト改修　天井内工事に伴うダクト改修　天井内工事に伴うダクト改修　天井内工事に伴うダクト改修　天井内工事に伴うダクト改修　天井内工事に伴うダクト改修

　天井内工事に伴うダクト改修　天井内工事に伴うダクト改修　天井内工事に伴うダクト改修　天井内工事に伴うダクト改修　天井内工事に伴うダクト改修　天井内工事に伴うダクト改修　天井内工事に伴うダクト改修
【大ホール】【大ホール】【大ホール】【大ホール】【大ホール】【大ホール】【大ホール】

空調設備工事空調設備工事空調設備工事空調設備工事空調設備工事空調設備工事空調設備工事
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議案第118号 

 

   指定管理者の指定(飯塚市新産業創出支援センター) 

 

 公の施設の指定管理者について、次のとおり指定する。 

 

  令和3年11月30日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠 

 

 

1 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  飯塚市新産業創出支援センター 

2 指定管理者となる団体 

団体名 株式会社 福岡ソフトウェアセンター 

代表者 代表取締役 髙倉 孝 

所在地 福岡県飯塚市幸袋526番地1 

3 指定管理者に管理を行わせようとする期間 

令和4年4月1日～令和8年3月31日 

 

 

提案理由 

 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244

条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものである。 
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指定管理者指定議案資料 

 

1 施設の概要 

  ①施設名称  飯塚市新産業創出支援センター 

  ②所在地   福岡県飯塚市幸袋576番地14 

  ③開設年月日  平成15年4月1日 

  ④規模構造 

    敷地面積 4,574㎡  

延床面積 2,052㎡  

構造   鉄骨造3階建て 

   施設内容 

    入居施設 企業誘致室、育成支援室、研究開発室 

    共用施設 ミーティングルーム、コンサルティングルーム、研修室 

    開放施設 交流ホール、リフレッシュコーナー 

    附属施設 駐車場74台 

  ⑤業務内容 

   ・施設の利用に関する業務 

   ・施設の周知に関する業務 

   ・使用料の徴収に関する業務 

   ・電気使用料の徴収に関する業務 

   ・施設及び設備の維持管理等に関する業務 

   ・その他の業務 

2 指定管理者となる団体の概要  

  ①設立年月日 平成4年4月17日 

  ②主な提案業務内容及び事業計画 

・人材育成事業 IT技術者向け研修、職業訓練受託、IT技術者等受託研修、 

地域情報化研修 

   ・実践指導事業 ベンチャー企業等に対するインキュベーション施設運営 

   ・開発斡旋事業 インターネットプロバイダ事業、システム開発等受託事業 

           IT人材派遣事業、請負事業、職業紹介事業 
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3 公募及び選定の概要 

(1)公募・非公募の別 

   公募  

 

(2)地域要件設定の有無 

   地域要件未設定 

 

(3)応募団体数 

   1団体 

 

4 募集時点での指定管理料上限額(単年度) 

  9,900千円(消費税及び地方消費税を含む。) 

 

5 選定評価結果 

団  体  名 
評 価 点 

(700点中) 

団体名  株式会社 福岡ソフトウェアセンター 

代表者  代表取締役 髙倉 孝 

所在地  福岡県飯塚市幸袋526番地1 

417 
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議案第119号  

 

   市道路線の認定 

 

 次のとおり市道路線を認定するものとする。 

 

  令和3年11月30日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   

 

 

提案理由 

 道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定に基づき市道路線を認定するにあ

たり、同条第2項の規定により議決を求めるものである。 

 

 

市道認定路線明細 

一連 
番号 

路線 
番号 

路線名 起点 終点 
幅員 

（ｍ） 
延長 

（ｍ） 
図面 
番号 

1 15213 川津・宮ノ前線 川津 264-1 地先 川津 262-10 地先 6.5 69.6 No.1 

2 33567 太郎丸二区９号線 太郎丸 958-18 地先 太郎丸 958-13 地先 7.7 24.2 No.2 

3 33568 平恒・案内３号線 平恒 413-17 地先 平恒 413-16 地先 6.2 22.0 No.3 

        合 計  115.8   

 

72



Ｎｏ．1市道認定路線図

15213 川津・宮ノ前線
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Ｎｏ．2市道認定路線図

33567 太郎丸二区９号線
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Ｎｏ．3市道認定路線図

33568 平恒・案内３号線
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議案第120号 

 

財産の無償貸付け(ふれあい広場) 

 

次の建物を無償貸付けするものとする。 

 

令和3年11月30日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠 

 

 

1 所在地   飯塚市長尾1242番地1 

2 建物の名称 筑穂ふれあい交流センター(飯塚市筑穂支所庁舎1階) 

3 貸付面積  37.88平方メートル 

4 貸付期間  令和4年4月1日から令和6年3月31日まで 

5 契約の相手方 

    住 所 飯塚市長尾1340番地 

    氏 名 筑穂地区まちづくり協議会 

        会長 田中 英美 

 

 

提案理由 

 筑穂ふれあい交流センターを利用し、ふれあい広場事業を実施するにあたり、施

設の一部を運営主体である筑穂地区まちづくり協議会に無償で貸し付けることにつ

いて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第6号の規定に基づき、議会の

議決を求めるものである。 
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報告第21号 

 

専決処分の報告(交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれ

に伴う和解) 

 

令和3年10月28日に地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、

交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について専決処分し

たので、同条第2項の規定によりこれを報告する。 

 

  令和3年11月30日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   

 

 

  損害賠償の額 44,000円 

1 事故発生の日時、場所 

  令和3年8月11日(水) 午前8時45分頃 

  飯塚市横田地内 

2 事故の概要 

環境対策課職員が拠点収納ボックスの収集物回収作業後、交差点で塵芥車を方

向転換させ、右折しようとした際、ハンドル操作を誤り、相手方塀の角部分に接

触し、塀瓦を破損させたもの。 

3 損害の状況 

人身傷害  相手方 なし 

      市側  なし 

物的損害  相手方 塀瓦破損 

市側  なし 

4 事故発生の原因 

車両を方向転換する際に、周囲の安全確認を怠ったことが原因である。 

5 示談の内容 

(1) この事故に係る過失割合は、市100％、相手方0％とする。 

(2) 双方の過失割合に基づき、市は、損害賠償額として44,000円を相手方に支払
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う。 

(3) 双方は、本件事故について今後いかなる事情が発生しても、裁判上又は裁判

外において、一切の異議申立て又は請求をしない。 

6 損害額及び賠償負担額(区分) 

  区   分 損 害 額 

負  担  区  分 

市 

過失割合 100％ 

相手方 

過失割合 0％ 

相
手
方 

修繕料 44,000円 44,000円 0円 

 

7 事故現場見取図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公用車

拠点収納ボックス

飯塚市

中央区公民館

相手方敷地

長浦５号線長浦７号線
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報告第22号  

 

専決処分の報告(支払督促申立に対する異議申立て(学校給食費請求

事件)) 

 

 令和3年10月14日に地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、

学校給食費請求事件の必要な訴えの提起について専決処分したので、同条第2項の規

定により報告する。 

 

  令和3年11月30日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   

 

 

学校給食費請求事件 

1 事件の概要及び処理方針 

飯塚市幸袋在住の1件2名(62月247,286円)については、給食費を滞納し、催告に

もかかわらず納入せず、協議のための呼出しにも応じない。 

このため、滞納給食費の支払を求めて、飯塚簡易裁判所に支払督促の申立てを行

った。 

この支払督促に対し、相手方が督促異議の申立てを行ったため、民事訴訟法(平

成8年法律第109号)第395条の規定により、支払督促の申立ての時に本市が訴えの提

起をしたものとみなされ、訴訟手続に移行したものである。 

なお、訴訟手続後において、その目的達成に特に必要がある場合には、裁判所又

は被告の要望又は申入れに基づき和解するものとする。 

2 請求の内容 

 (1) 未払給食費の支払 

 (2) 訴訟費用(当該請求事件に係る諸費用)の支払 
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報告第23号  

 

専決処分の報告(支払督促申立に対する異議申立て(学校給食費請求

事件)) 

 

 令和3年11月2日に地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、

学校給食費請求事件の必要な訴えの提起について専決処分したので、同条第2項の規

定により報告する。 

 

  令和3年11月30日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   

 

 

学校給食費請求事件 

1 事件の概要及び処理方針 

飯塚市弁分在住の1件2名(151月622,620円)については、給食費を滞納し、催告に

もかかわらず納入せず、協議のための呼出しにも応じない。 

このため、滞納給食費の支払を求めて、飯塚簡易裁判所に支払督促の申立てを行

った。 

この支払督促に対し、相手方が督促異議の申立てを行ったため、民事訴訟法(平

成8年法律第109号)第395条の規定により、支払督促の申立ての時に本市が訴えの提

起をしたものとみなされ、訴訟手続に移行したものである。 

なお、訴訟手続後において、その目的達成に特に必要がある場合には、裁判所又

は被告の要望又は申入れに基づき和解するものとする。 

2 請求の内容 

 (1) 未払給食費の支払 

 (2) 訴訟費用(当該請求事件に係る諸費用)の支払 
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報告第24号  

 

令和2年度児童虐待に関する状況の報告 

 

飯塚市の子どもをみんなで守る条例(平成30年飯塚市条例第43号)第28条の規定に

基づき、令和2年度における児童虐待に関する状況を別紙のとおり報告する。 

 

令和3年11月30日提出 

 

飯塚市長  片 峯  誠   
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